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持家政策と介護費用の調達

上 枝 朱 美

1.はじめに

2COO年度から介護保険制度が発足する。 1995年価格で20~0年時の介護費用の

総額は 4兆16CD億円と厚生省によって試算され、月額2500円という基準保険料

は、この総額から利用者負担 l割を引いた給付総額のlρを、 40歳以上の被保険

者数で害j り月額とした金額である（村上， 19~9, p. 152）。しかし、厚生省試算の

介護費用総額は、 2Cm年時点で施設サービスは100%供給できると想定している

が、在宅サーピスの整備率はサービスモデルの50%程度しか供給できないであ

ろうと想定して計算されている（村上， 1999,p. 155）。また、既に20J0年時に

2500円の基準保険料では賄えないとする予測が地方自治体から提起されている。

今後、少子高齢化が急速に進展し、年金 医療などの社会保険料や租税負担も

増大する中で、介護保険によってカバーされる要介護等級別支給限度額を超え

る介護サービスのために介護保険料をさらに引き上げることは困難であり、持

家資産（住宅と敷地）のある者はこれを利用するべきであろう。『全国消費実態

調査報告』によれば、持家率は世帯主の年齢が25歳～29歳では23%、30歳～34

歳では39%であるが、 60歳～64歳では91.1 %、 65歳～69歳では91.2%と高齢者

の多くが持家世帯である。（ （）また、『国民経済計算年報Jによれば、家計部門

の1996年末の純金融資産は805兆1038億円、宅地資産は892兆6188億円となって

いる。（ 2)

持家資産を利用するには、（！）持家資産を売却して生涯介護付きの施設に入居

する方法、（2）持家資産を賃貸してその家賃収入と金融資産を用いて生涯介護付

きの施設に入居する方法、（3）持家資産を子供に残す代わりに子供による介護サ

ービスを受ける方法（戦略的遺産動機）、（4）持家に住みながら、リパース・モー
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ゲージ（reversemortgage). < 3 Iの方法によって持家資産を流動化し、在宅介護を

購入するなどの方法がある。

欧米諸国では、ある時期に持家資産を売却して老人ホームや介護施設に入居

するのが一般的である。その際、持家資産売却収入を含む貯蓄残高に応じて、

ホームでの費用負担額が異なり、貯蓄残高の減少に従って公的補助を増やすな

ど、資産を含めた応能負担を行っている国も多い。また各自の資力に応じたさ

まざまなレベルの介護施設が供給されている。日本においても今後、子供世代

との同居 介護に依存することがますます困難になる中で、持家資産の利用に

よって介護保険給付を超える高水準の介護サービスを確保することを考えなけ

ればならないであろう。

今後持家促進政策をこれまで以上に推進することは、そのために財政負担が

増加するとしても、今後の介護保険料や租税による負担の上昇を抑制し、介護

サービスの量的・質的水準を高める効果をもっと考えられる。そこで、本論文

では持家需要関数の推計を行い、持家促進政策や介護保険が持家需要に与える

効果を考える。そして、高齢期には持家資産をリパース・モーゲージによって

流動化し、追加介護サービスを受けることが可能になることを示す。

まず、第 2節では、われわれの分析のフレームワークを、持家を含む 2期間

ライフサイクルモデルで示す。そして、連続型の持家需要関数に拡張する。第 3

節では持家需要関数の推定式と推定に用いるデータを示す。第4節では、持家

需要関数の推定結果を示し、住宅ローン減税の延長が持家需要に与える効果、

介護保険料が2倍になった時の持家需要に与える効果をみる。第 5節では、リ

パース田モーゲージの方法により追加介護費用が調達されることを示す。以後、

「持家Jという場合は住宅と敷地の両方を含む。

2. 持家需要のライフサイクルモデル

2 1 持家促進政策と資本コスト

現在、持家促進政策としては、住宅金融公庫による低利子率での融資、固定
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資産税や不動産取得税の減額措置、住宅取得促進税制IJ （住宅ローン利子税額控

除）などがある。これらの政策は、持家資産の「資本の使用者コスト」を引き

下げる。

Dougherty and Van Order によれば、持家を所有するコストの計ii.IIについては、

2つの方法がある。 lつは、持家を消費者としての立場から考え、家計の効用最

大化の結果得られる「usercost」であり、持家と他の財の限界代替率で表される。

もう 1つは、持家を自分自身に賃貸する家主としての観点から考え、利潤最大

化の結果得られる「imp！山trentJである（Doughertyand Van Order, 1982, pl54）。

瀬古 (1998）では、住宅需要関数導出のミクロ基礎を示す際に、本論文と同

様に 2期間のライフサイクルモデルを用いている。両期間の所得の現在値をY、

消費支出の現在値をCで表すと、 cとHの関係は、 (4}

C=Yー（r+d十τ）P'IH ( 2. 1) 

と表せる。ここで、 P＂は持家の単位価格、 Hは持家面積、 rは利子率、 dlま減

価償却率、ては固定資産税率とする。 Hの限界 1単位の増加によるCの減少は

(r十d＋τ）P＂であり、これを持家の使用者費用（usercost of capital、ucc、資本コス

トともいう）と呼んでいる。また、持家資産価格上昇率を πで表L、これが正

である場合の使用者費用は （r+d＋τπ）pHとしている（瀬古， 1998,p. 187）。こ

こでの使用者費用はHのl単位当たりの金額である。

他方、本間他（1987）の定式化では、 MRRを税引き前の限界収益率、 pを割

引率、税負担の軽減効果をAとすると、資本コストは、

llcc=MRR-d= (1-A) (p +d-") ＋τ d (2. 2) 

となる（本間・跡回目福間・浅田， 1987,pp. 62-63）。税負担の軽減効果がない場

合は、 A=Oであるから、

ucc= p＋τ－ " ( 2. 3) 

となる。

割引率pを利子率rに等しいとすると、岩田 鈴木・吉田（1987）および本間

他 (1987,1988）のu田を表す（ 2. 3 ）式は、瀬古 (1998）のuccと比べると、償
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却率が含まれていない。これは、設備投資と比較しての住宅投資の観点から住

宅需要を分析しているためであり、純投資の限界収益率と Lてuccは償却率dを

除いた概念である。また、この場合の住宅は敷地を含んでいない。しかし、木

造住宅は建築後25年経過後には、残価率が 0.1となり、リバースーモーゲージの

担保価値はほとんどない。そこで、われわれは住宅と敷地の両方を含めた持家

資産で考え、また消費者としての立場から、瀬古 (1998）と同様にuccは償却率

dを含む概念で考える。

本間他（1988）では、「住宅サービスに対する需要が均衡している状態では住

宅の資本コストと住宅の資産価格で評価したレンタル価格が均等化していなけ

ればいけない（本間他， 1988,p. 6) Jとしているので、次式が成り立つ。本論文

の記号で表せば、

ucc,=P1',/ P11, 

である。

2. 2. 2期間ライフサイクルモデル

（記号） c：消費、 P＇：消費財価格、 y：可処分所得、

H ：ストックの持家サービス、 pll：ストックの持家価格、

h：フローの持家サーピス、 P＂：フローの持家価格、

k：資本コスト（ucc）、 e：要介護確率（0孟 Oく1）、

( 2. 4) 

t：介護保険料、 m ：介護サーピス、 P＂＇：介護サーピスの価格、

r：利子率、 p：割引率、 d 減価償却率、 τ：固定資産税率、

R ：リバース・モーゲージ、 π：持家資産価格上昇率

最初に単純な 2期間ライフサイクルモデルを考える。持家にかかる税は固定

資産税で代表させる。代表的個人は、生涯の予算制約の下で生涯効用を最大化

するように各期の消費と持家サービス、介護サービスの最適量を決定する。持

家のフローのサービス hとストックのサービスHは、床面積Fと持家の質 Iに
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依存するが、持家の質は面積当たりの価格に反映されると仮定し、 hとHは面

積を表すものとする。また、ストックの持家サービスとフローとしての持家サ

ーピスは一定の比例関係にあると仮定する。第 l期に持家を pHHで購入し、ロ

ーン利子と固定資産税を支払い、第 2期に借入金の元金を返済する。遺産はな

いと仮定するので、第 1期の期首にはゼロで出発し、第 2期に持家資産を売却

して遺贈はゼロとなる。生涯効用関数は異時点問で加法分離型と仮定する。可

処分所得yは稼得収入から所得税・住民税と年金ー医療の社会保険料を控除し

たものとする。数式を簡単化するために、第 2期の消費財価格p＜・，、利子率 r、

可処分所得y2は（ 1 ＋物価上昇率）をかけた値を表すものとする。第 2期には

確率的に介護が必要になるとし、介護保険料は各期の可処分所得に課せられ、

それによって介護需要のうちの一定水準高までが給付される。割引率pは利子率

rに等しいとする。

予算制約の下で効用最大化を行うと、

U (c1,c2 h,1川＝u(c1,h) ＋一上－ u (c2 ／，叩1)l＋ρι  ( 2. 5) 

s.t. (l-1)[y1＋苦7卜＃引＋倖＋川＋τ－n）附＋叫戸

( 2. 6) 

h＝αH 
1 2+,- 1 

」」でH=h＋ 一一－h一一一一h一一一h
l+r l+r α 

( 2. 7) 

PHH 
予算制約式が上記のようになるのは、第 2期で借入金元金一一ーを返済し、

l+r 
またこの額に（ 1 ＋持家資産価格上昇率）をかけた額を売却収入として得るた

めである。したがって、リパース・モーゲージは持家資産価格上昇率をかけた

部分となる。

R-nP"H 一一l+r ( 2. 8) 

また、左辺の介護保険料 tIY1＋一旦ー｜で、右辺の介護需要のうちの 定水準
I' l十r I 
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gpmーの介護給付すなわち一一ーは賄われる。したがって、介護給付を超える部分
l+r 

自F m一万引
丘一」立L」＂.ムが左辺のリパース モーゲージ収入（R）で賄われる部分である。

1十1

t [ y1 + ---1'.L l = .P:::ifi 所は所与の定数（介護保険給付の上限） ( 2. 9) 
1十r 1 +r 

この結果、各期の最適な消費、持家サーピス、介護サーピスの需要量は以下

のようになる。

Clキ＝c1(y1,y2, f, I，τ，＂，P'・1,P'2,P11,P川）

町場＝c2(y1,y2, f, I，τ，＂，P' 1,P'2,P11 ,P"') 

ir*=ir(y,,y,,1,1，τ，＂，P'・1,P'・2,P11,P"') 

111* =m(y, ,y,, t, r ， τ ， π，p•·,,p•·2,P11,P"') 

2. 3' 連続型モデル

つぎに 2期間モデルを連続型に拡張する。 T歳まで生存し、生涯効用を生涯

の予算制約の下で最大化すると、

max. U＝~：u, （仙伽，） (2.10) 

s. t. j：トー削
I P1',h, I 

R,=n,P町民＝＂， Iーで一｜ ( 2 12) 
lαK, I 

(2.山、（ 2. 7）式h,=aH，と（ 2. 4）如何＝去師、て、ストア

クとフローの関係を表す。

介護保険料で、介護需要のうちの一定水準の介護給付を賄うので、
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~： ty,e吋 t=~；品門町哨 ( 2. 13) 

t期の最適な消費、持家サービス、介護サービスの需要量はそれぞれ

。＊=c(Y.P'",P",t ,k，。IP")

h, * =h(Y,P'",P1',t ,k，。＇！＇＂＇）

111, * =m (Y,PヘP1',t,k,8P"')

となる。ここで、 Y=(; c.・・・,yr）、P'・=(P'・o，・，Fけ、 P1'=(P"o，…，P"r）、

8P＂＇＝（ 仇P"'o;・ ,IJrP"'r）とする。

ストックとしての持家需要関数は、フローとストックの比例関係から、

H=h(Y,P'",P1',t ,k, 8P"') ／α＝ψ（Y,P',P1',t ,k ,8P"') ( 2 14) 

となる。任意の期の持家資産に対する需要関数は、

H，＝ψ（Y,,P',,P",, t ,k, 8,P"',) 

と表される。

3.持家需要関数の推定とデ一世

3. 1 .推定式

( 2. 15) 

推定は、介護保険・介護サービスの導入前（ケース 1）と介護保険 介護サ

ービスの導入後（ケース 2）について、以下のような式で敷地所有世帯数のウ

エイト付最小二乗法で行った。

［ケース l]

ln(H,) ＝仇In(Y,/P'",) ＋段ln(P円IP日） +/331n(k,) ( 3. 1) 

［ケース 2]

ln(H,) ＝β1ln (Y,/P日）＋向In(pH,fp'・,) ＋向In(k,)+/3.1In（西P"',mJP'",) ( 3 2 ) 
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3 2. デ一世

データは I平成 8年度公庫融資利用者調査報告 マイホーム新築融資編 』

（以後『公庫Jと呼ぶ）の全国46都道府県別のクロスセクションデータ（ 5）を用

いた。持家は、住宅と敷地の両方を含んでおり、すべてのデータは加重平均し

て求めた計算値を用いている。

( i ）可処分所Y

可処分所得Yは、『公庫Jの「世帯の年収r,,Jを『平成 8年家計調査年報』の

「第4表年間収入階級別 1世帯当たり年平均 1か月間の収入と支出Jのうち実収

入と可処分所得のデータより、

Y=48. 7492+0. 7689Y,, ( 3. 3) 

(11. 45) (124. 72) R2=0. 9989 

として求めた。なお、（ ）内は t値である。

( ii）持家価格P＂と持家面積H

瀬古 (1998）にしたがい、持家には住宅と敷地を含むとし、

lnP11=t..LlnpL+ (1 k'-)Ini/' ( 3. 4) 

とする（瀬古， 1998,p. 89）。ここで、 plは 1m＇当たりの敷地価格、 p＂は 1m＇当

たりの住宅建築費、 klは持家の総価値（建築費＋敷地資産額） P11Hに占める敷

地資産額の割合とした。 P11Hは、『公庫』の「建築費」と、「所有地の 1m'当た

り時価」を「敷地面積」に掛けたものの合計とした。敷地価格plは『公庫』の

「所有地の ld当たり時価」、建築費PNは『公庫』の「建築費jを「住宅面積J

で割ったものとした。持家面積は、持家の総価値pHHを持家価格pHで割り、

さらに「家族数jで割った一人当たり持家面積をHとした。

(iii）持家の資本コスト k

「公庫』のデータは借地の世帯も含むため、借入金の合計が建築費と敷地資

産額を加えた額よりもかなり少ない。そこで、同じ年の『公庫融資利用者調査

報告ー建売住宅購入融資編－j（以後『公庫（建売）』と呼ぶ）の「資金調達の

内訳」も利用した。
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①利子率 r：利子率は、『公庫（建売）jの「資金調達の内訳jにより各内訳

の比率を求め、それを利用した。「手持金jと「親 親戚・知人からの借入金J
は、機会費用を考え、利子所得には課税されるので利子所得の限界税率0.2を控

除し0.036×（1 0. 2）とした。 0.036は長期プライムレートの債である。「公庫か

らの借入金j、「公庫財政資金借入金J、「年金福祉事業団からの借入金jは0.034、（ 6) 

「年金福祉事業団以外の公的機関からの借入金Jと「勤務先からの借入金」は政

府金融機関の貸出の基準金利0.036、「民間金融機関からの借入金」は『住宅経

済データ集』（住宅産業新聞社）の都市銀行の民間住宅ローン金利0.0498として

加重平均したものを rとした。

②固定資産税率τ：固定資産税率は標準税率の1.4%とするが、固定資産税の

土地評価額と地価の公示価格の間には格差があるため、『固定資産の価格等の概

要調書』の「宅地の課税標準額（個人）」（ 7 ）と『国民経済計算年報』の「家計

の宅地資産額の都道府県別内訳（平成 8暦年末） (p. 405）」のデータを用いて、

敷地部分についての実効税率を計算した。また住宅部分については、薄井

(1992）によれば、「県庁所在市において平成 2年に建築された家屋について抽

出調査した結果によると、再建築価額の取得価額に対する割合は、木造家屋で

六割程度、非木造住宅で七割程度（薄井， 19~2. p. 25）」であるので、木造は建設

費にo.6、非木造は建設費に0.7を掛けたものをそれぞれ課税標準額とした。そ

して、それぞれ持家資産に占める割合k＇とl k＇・をかけて実効税率を求めた。そ

こで、実効固定資産税率τは、

｜ 謀説需準額 I 
τ＝lk'X Z町τ軍吉＋ (1 が）×（0.7X （非木造の割合l+o. 6×（木造の割合）） Jx0.014

｜ 宅地資産額 ｜ 

( 3. 5) 

とした。

③住宅ローン減税による税負担の軽減効果De 1996年の住宅ローン減税は、

住宅部分の借入金について6年間所得税の税額控除が行われている。（Slそこで、

『公庫』の「建設費jに『公庫（建売）Jの「借入金の内訳」によって計算した

借入金の比率を掛けたものを借入金とし、借入金返済は25年の元利均等返済で
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行うものとして、借入金残高を計算した。そこで、住宅ローン減税による税負

担の軽減効果Daは、

¥:Oa,e P'dt 
( 3. 6) 

p11H 

となる。ここで、割引率p＝利子率 rとした。

＠：：持家資産価格上昇率 z：持家資産価格上昇率は、『平成 8年地価公示jの

「第6表都道府県別用途別対前年変動率」の住宅地のデータと『平成9年消費

者物価指数年報』の「第6表都市階級地方・都道府県庁所在市別中分類指数」

の平成8年の都道府県庁所在市別の家賃の対前年上昇率にそれぞがと lーがを掛

けたものから『消費者物価指数年報』の「第 5表 2都市階級地方都道府

県庁所在市別総合指数上昇率jの都道府県庁所在市別の総合指数の対前年上

昇率を引いたものとした。

⑤減価償却率d 減価償却率は住宅部分のみとし、『公庫Jの「工法構造別

の件数Iのうち一般木造と高耐久木造を木造とし、それ以外を非木造とした。

減価償却率は『全国消費実態調査報告』（ 91の住宅資産の評価方法にしたがい、

木造 9.2%、鉄骨 鉄筋コンクリート造 3.8%を、それぞれ木造、非木造の減価

償却率として加重平均したものに、持家の総価値に占める住宅の割合 I がを

かけたものとした。

そこで資本コスト kは、

k= ( 1 Da) ( r+d n:) ＋τ 

と表される。

(iv）消費財価格P'"

( 3. 7) 

消費財価格は、『消費者物価指数年報1の「第 5表ー 1都市階級・地方・都道

府県庁所在市別総合指数jの都道府県庁所在市別の総合指数（平成 7年＝100)

を用いた。

( v）介護保険料 tと介護サービス価格8P川m

介護保険の被保険者は、 65歳以上（第 l号被保険者）と40歳以上65歳未満
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（第2号被保険者）に分けられる。保険料は、第 1号被保険者は所得段階別の定

額保険科であり、第 2号被保険者は標準報酬に対する定率保険料であり、政管

健保は保険料率o.89%、健保組合はo.84%である（村上1999,pp. 143 147）。そ

こで、保険料率はo.0084とした。保険料は（ i ）可処分所得Yで求めた可処分

所得のうち賞与B OOJを除いた部分にかかるとした。そこで介護保険料 tは、
I Y,, B I 

t=IY×セァ IXO.OC84 (3. 8) 

となる。

また、介護サービスについては、厚生省の資料「介護サーピスの対象者数と

支給限度額の試算（村上， 1999,p. 154）」を用いて、「要介護等級別支給限度額j

に「等級別対象者数／要介護者数合計」をかけて、在宅サービスと施設サービ

スの両方を含む要介護者ーん当たりの支給限度額P"'mを年額2C9.8万円 ill）とし

た。また、施設サーピスを含めた20日3年における要介護者数が278.4万人、 2000

年時の65歳以上人口が2187万，、なので、要介護発生率は12.73%になる（村上，

1999, pp. 152 156）。これに『平成 7年国勢調査第 2巻』の「第 3表年齢

（各歳）男女別人口」の都道府県別の65歳以上人口が全人口に占める割合をかけ、

10倍して基準化したものを 0とした。持家需要関数の推計では、一人当たり支

給限度額P"'i百にOをかけたものを介護サービス価格 8P"'mとした。

表 3-1 データの特性

平 均 標 準 偏 差最大値最小値

可処分所得 Y（万円） 556.3 45.69 713. 4 485. 9 

持 ｛ 脅に 価 格 pH（万円） 13. 7 5.82 38. 2 7. 9 

持 謁｛え 面 積 H(m') 101. 70 13.06 124. 18 69.15 

資本コス ト ucc 0. 0735 0.0134 0.1163 0.0417 

消費財価格 P' 100. 1 0.51 102.2 99.2 

介護サーピス価格 。P"'m 0.4378 0. 0725 0.5796 o. 2711 
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4.持家需要関数の推定結果と政策効果

4. 1 持家需要関数の推定結果

推定した結果は以下のとおりである。（ ）は t債である。

［ケース 1 （介護保険・介護サービスの導入前）］

In (H,) = 1. 5473ln (Y,/P日） 0. 6C6lln (pH,fp日） 0. 27151n (k,) ( 4. 1) 

(14.22) (-9. 44) (-2. 58) R2=0.4747 

［ケース 2 （介護保険ー介護サービスの導入後）］

In (H,) = l.1063In (Y,/Pぅ）←0.6310!n(P11,/Pぅ） -0.416lln (k,) -0.37041n （副P"',111,/P",)

(4. 93) （ー10.10) （ー3.47) ( 2. 22) ( 4. 2) 

R2=0. 5086 

自由度修正済決定係数は、介護サービスを加えたケース 2の方が高くなって

いる。また、自由度40で5%有意水準の t｛直は2.021であり、ケース 1、ケース

2ともすべての係数が有意である。

時系列データを用いた推計では、 Kearlによれば、 1961年から1973年までのア

メリカでの価格弾力性は 1.5、所得弾力性は約0.25 (Kearl, 1979, p. 1124）、また、

Goodwinによれば、 1967年から1980年までのアメリカの価格弾力性は－0.57、所

得弾力性は0.59 (Goodwin, 1986, p. 202）である。本間他では、「公庫』の昭和43

年から昭和61年までのデータを用いて住宅需要関数の推計を行い、全国で価格

弾力性はー1.4、所得弾力性は1.6、資本コスト弾力性は－0.09であった（本間他，

1987,pp.66-68）。

また、クロスセクションデータを用いた推計では、本論文と同じ『公庫』の

全国46都道府県の平均値データを用いた森泉による昭和49年の所得弾力性の推

計では、 0.335となっている（森泉， 1981,p. 6）。本間他では『公庫Jの昭和61年

と昭和52年のクロスセクション（年齢階級別）のデータを用いて、住宅需要関

数の推計を行い、昭和61年度は、価格弾力性はー1.56から 1.74、所得弾力性は

0. 35から0.37、資本コスト弾力性は 0.10から 0.22、昭和52年度では、価格弾

力性はー1.43からー2.10、所得弾力性は0.25から0.36、資本コスト弾力性は 0.18 



持家政策と介諮費用の調迷 IOI

から日目となっている（本間他， 1988,pp. 11 14）。

本稿は、敷地を含む持家需要関数の推計であるため単純に比較を行うことは

できないが、本間他 (1988）と比べると、所得弾力性はかなり高〈、資本コス

ト弾力性は昭和52年度とは近い値であり、価格弾力性はかなり低くなっている。

4. 2. 政策効果

4. 2 1 .ケスA （住宅口ン減税延長）

2年間の時限措置として、平成11年から住宅ローンの所得税減税が15年間に

延長され、ローン残高が住宅だけでなく敷地についても対象とされ、残高の限

度額が'3CJO万円から5CJO万円に引き上げられた。控除率は、 l～6年目が 1%、

7～11年自治市 75%、12～15年が0.5%であり、最高は15年間で587.5万円である

(1999年3月24日実施決定）。

そこで、持家需要の推定で得られた推定式を用いて、この政策効果を考える。

新しい住宅ローン減税Delこより、（所得税額一これまでの税額控除）と、（所得

税額一新しい税額控除）との差額が可処分所得の増加になり、また資本コスト k

が低下することとなる。ただし税額控除の上限は所得税額九 (12)であり、資本

コストについては新しい税額控除をそのまま用いた。

ローン残高は敷地も含むので、持家の総費用（建設費＋敷地資産額）に資本

コストで求めたように I公庫（建売）』の借入金の比率をかけたものを借入金と

し、 25年間の元利均等で返済するとした。

4 2. 2. ケスB、ケースC

ケース 2 （介護保険・介護サービスを含む）について、可処分所得から介護

保険料を引いた場合を「ケースB」とした。また、「ケースB」で住宅ローン減

税が延長されたものを含めた場合を「ケースCJとした。
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4. 2. 3 ケ スD （介護保険料が2倍になった場合）

介護保険料は、可処分所得から賞与部分を除いたものに0.0084をかけたもの

としたが、公費による給付費の 1/2の負担分は租税の増加によって賭われるとす

ると、実際の負担額は 2倍となる。そこで、介護保険介護サービスの導入後

で住宅ローン減税が延長された場合（ケース C）について可処分所得から介護

保険料 tの2倍を差し引いた場合をケースDとした。

4. 2. 4 政策変化の結果

ケース l、ケース 2で求めた回帰式（ 4 1)(4 2）に、所得Y、持家価格

P＂、資本コスト k、介護サーピス8P"'mのデータをそれぞれ代入すると、 l人当

たりの持家需要量が求められ、それに家族数を掛けると l世帯当たりの持家面

積が求められる。ケース l、ケース 2で求めた l世帯当たり持家面積白を「基

準ケース l」、「基準ケース 2Jとして、持家需要の変化をみた。「基準ケース 1」

に新しい住宅ローン減税を加えた場合を「ケース AJ、「基準ケース 2」に介護

保険料を加えた場合を「ケースBJ、「ケースB」に新しい住宅ローン減税を加

えた場合を「ケース CJ、「ケース CJで介護保険料を 2倍にした場合を「ケー

スDJとした。以下の持家需要量白は敷地面積と住宅面積を合計した全国平均

値であり、単位はばである。また、ケースAは基準ケース lと、ケースB、ケ

ースC、ケースDは基準ケース 2と比較して増加率を求めた。

表4-1 政策の効果

1世帯当たりの白（ぱ） t目 Im 戒十す

①（介墓護軍サ手ーτ スl
介護 ピスを含まない） 417.10 

窃〔？介1干：呉護＋三監サ天ケ税ー王ー拡ビス大ス2） を含む）
424.00 o. 0165 

416.日日

ω（③ヶ＋‘スB
介護保険料） 413. 72 -0.0078 

芯恒（（③⑤〕字ケ＋＋ ← スC減税拡大） 419. 80 O.Ot68 

スD
介護保険料倍増） 416. 51 0. 001l 
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介護保険 介護サービスの導入前に新しい住宅ローン減税を実施すると、持

家需要は1.65%増加する。 1996年の住宅ローン減税で介護保険料を導入すると、

持家需要はo.78%減少するが、住宅ローン減税の拡大によって介護保険の減少

分以上に持家需要が増加する。また、保険料負担が 2j音に増加しでも住宅ロー

ン減税の拡大により持家需要の減少が0.11%にとどまることがわかる。

リパース モーゲージを行う際、住宅部分の担保価値はほとんどないので敷

地部分についてのみ考える。ケースCで求めた持家面積に持家価格と持家の総

資産に占める敷地の割合を掛けると、敷地資産k'P"Hが求められ、全国平均では

3, 284万円である。 5節のリパース・モーゲージではこの敷地資産3,284万円を

使って考える。

5. リパース・モーゲージR

野口他 (1993）は持家資産によるリパース モーゲージを考え、資産を使い

切るとした時の年額フローの計算式を示した（里子口・吉田・田村， 1993,pp. 

51 52）。これを本論文での記号で表す。リハース・モーゲージ契約時の年齢を

a歳とし、最高A歳まで生存すると考える。 11:を持家資産価格上昇率、 P11H，，を

a歳での担保不動産の価値とすると、 t歳での担保不動産の価値は、

(l+n){' "IP1'H,, (4. 1) 

となる。加入者が死亡すれば契約は終了する。 a歳で生存していた人の t歳で

の死亡確率をδとすると、各年の死亡時の持家資産の総価値額は、

(1十n){' "1P11H，』（ t ,a) ( 4. 2) 

となる。住宅ローン利回り rは金融機関にとっての割引率となるので、担保不

動産の現在価値額Lは、

L＝~［(l 十π） ｛＇叩 Jδ（t,a)(l+r) {< "1 (4. 3) 

となる。毎年の給付額Rは、加入者からみた個人年金の利回りを 1とし、 a歳

で生存している個人の t歳での生存確率を lとすると、終身給付に必要な総資

金額の割引現在価値は、



l但

さ［R]l(t,a)(l+i) (, •l (4. 4) 

となる。保険収支均等の原則より、 L=l,Rなので、毎年の給付金額Rは、

L 
A - -

2, I (l+.ir)(' ")P叫 la(t,a)(l十r) (' ") 
i三4』司

l,1(1,a)(l+;) (, o) 

R＝百

l,1(1,a)(l＋；）ー（「。）

( 4. 5) 

としている。これは保険方式で行われており、遺産は残らない。

そこで、 41歳で持家を購入し、 65歳でリパース・モーゲージの契約を行い、

最高100歳まで生存するとし、『日本の将来推計人口（平成 9年 l月推計）』の

「表 1 4男女年齢別将来生命表:0)1995年jの生存確率と死亡確率を65歳での生

存確率をlとして再計算した。夫婦世帯と考え、どちらかが生存していれば給付

は続けるとし、掛目は50%とする場合を考える。 rは1996年の長期プライムレ

ートの0.036、 1は1996年の 1千万円以上の10年超の定期預金の平均金利0.0185 

とする。敷地資産をケースCで求めた3,284万円、持家資産価格上昇率が25年間

毎年 2% (13）とすると、持家資産価格上昇分nP11Hは2,104万円となる。そして、

65歳以降の持家資産価格上昇率Zを毎年 2%、ゼ口、マイナス 2%の 3種類の

場合について考える。持家資産価格上昇率zが 2%の場合は年額82.8万円、ゼ

ロの場合は年額43.1万円、 2%減少する場合は年額22.3万円の給付となる。

野口他 (1993）で考えているリパース・モーゲージは「保険方式Jであり、

死亡時にはその時点までの給付額に関係なく、担保不動産全額は金融機関に取

得されてしまうと仮定している。

つぎに「生存確実型」について考え、 41歳で持家を購入し、 65歳からリパー

ス モーゲージによる収入を20年後の85歳まで受け取る典型的世帯を仮定する。
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となる。同様に持家資産価格上昇分.n;PHHは2,1日4万円とし、この部分について
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のみ考える。掛目が50%の場合、 2τが 2%上昇の場合は年額52.8万円、 πがゼ

ロの場合は年額35.5万円、 πが2%減少する場合は年額23.7万円の給付となる。

掛目が70%の場合は、 πが2%だと年額73.9万円、 1Cがゼロだと年額49.8万円、

zが2%減少だと年額33.2万円の給付となる。これは持家資産価格上昇率πに

よるキャピタルゲインのみをリパース・モーゲージした場合である。

ところで敷地P'Lは死後も恒久的に存在しており、生存中住宅に住む限り利用

するpl-L＊よりも大きな価値を持つ。この差P'(L-l勺がリパース モーゲージと

してさらに利用可能である。これが日本の場合大きい。

持家のうちの敷地Lと敷地のサーピス！との関係は、以下のように表せる。

l=l_/ ( 4. 7) 

ところが生涯に消費する敷地資産の価値L＊はその上に建つ住宅に住む限りで

あり、 Lよりも小さい。 n年間居住する場合には、

L*= I +_l_l +_l___l ＋…＋ー_l__ー l
l+r (l+r)' (l+r)" t 

( 4 8) 

その差L L＊の部分はリパース モーゲージに使用可能である。

I 1 1 I I 1 I 1 1 II 
LーL*= I Ii＋一一！＋…←一一一一一il=Iー 11+ ＋…＋ 11 

r I l+r (l+r)" 1 I l r I l+r (l+r）「 11J 
( 4. 9) 

実際には、敷地は使用しでも価値はほとんど減少せず、ローンの支払いが終

わっていれば、敷地もリバース モーゲージに利用可能である。そこで rを

o. 036、敷地資産をケースCで得られた3,284万とし、「生存確実型jについて考

えると、掛目が50%の場合、 xが2%上昇の場合は年額82.4万円、 1Cがゼロの場

合は年額55.5万円、 1Cが 2%減少する場合は年額37.0万円の給付となる。掛目

が70%の場合は、 πが2%だと年額115.4万円、 1Cがゼロだと年額77.7万円、 3τ

が 2%減少だと年額51.8万円の給付となる。持家をリパース・モーゲージする

ことで収入を増加させ、追加介護サービスを受けることが可能になることがわ

古、る。
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6.今後の課題

本論文では、住宅のみでなく、住宅と敷地の両方を含む持家を考え、持家需

要関数の推計を行った。そして、持家促進税制や介護保険の導入が行われるこ

とによる持家需要の変化をみた。住宅ローン減税の拡大により、持家需要が増

加することがわかった。持家需要が増加すれば、将来リパース・モーゲージに

よって流動化する際の収入の増加になり、これは追加介護サーピスを受けるた

めにも利用できる。持家促進政策の拡大を 2年間だけでなく今後も続けること

で、財政負担が増えるとしても、持家需要を増加させることは、将来の介護保

険料や租税での負担の上昇を抑制することを可能にする。

今後の課題としては、まず、本論文では持家需要関数の推計を行ったが、持

家需要と消費需要、介護サービス需要は相互に関連しており、同時方程式モデ

ルで各需要の推計を行うことである。

また、追加介護費用を持家資産のリパース・モーゲージによらず、金融資産

を使うことで賄うことも現実的にも重要であるので、金融資産を加えることも

今後の課題である。

これまで相続はないと仮定してきたが、現実には自発的・非自発的な相続が

行われている。連続モデルで各期に生存確率をかけ、リパース・モーゲージを

行っても残る部分を相続すると考えることができる。また自発的な遺産動機を

入れるには、生涯効用関数や予算市lj約式の中に動機の強さを表す係数を加える

方法で行える。モデルに遺産相続を入れて拡充することも今後の諜題である。

注

＊本稿は、 1999年の日本経済学会春季大会（香川大学）において、村上雅子教

授と共同で報告した内容をもとに筆者が加筆、修正を行ったものである。討

論者の下野恵子教授（名古屋市立大学）から貴重なコメントをいただいた。

ここに記して謝意を表します。なお、残された誤りは筆者の責任である。

(I) 『平成6年全国消費実態調査報告第l巻家計収支編j,p.200。
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(2) 『国民経済計算年報』， pp.3j0-331. pp. 404-405。純金融資産は、「 5の（1）期

末貸借対照表勘定（p.331)」の金融資産から負債を＇ Iいて求めた。

(3) リパースーモーゲージとは、持家資産の評価額の一定比率（掛目）を担保

として貸付を受け、死後にその元利合討を精算する方法である。日本でも既

に武蔵野市などで行われており（村上 (1990））、また信託銀行なども宅地な

とを担保に貸付を行っている（日本住宅総合センター（1996））。

(4）瀬古 (1998), p. 87, 90, 120より導出。

(5）沖縄県のデータはなく、借地の世帯をも含んだ平均値データである。

(6）ただし、神奈川県は住宅面積が125m＇以下であるので 10年間は0.0335とした。

(7) 自治省『平成 8年度固定資産の価格等の概要調書（土地）（都道府県別

表）』，p.530 

(8) 1996年の住宅ローン減税は、最初の2年間は、

借入金残高 税額控除（上限は30万円）

2千万円～ 3千万円 借入金残高×0.5%+15万円

1千万円～ 2千万円 借入金残高× 1%+5万円

1千万円以下 借入金残高X1. 5% 

残りの4年間は、

借入金残高 税額控除（上限は25万円）

2千万円～ 3千万円 借入金残高×0.5%+10万円

2千万円以下 借入金残高X1% 

である。

(9) 『平成 6年全国消費実態調査報告第 6巻資料編その 2家計資産J, p. 

250 

(10）賞与Bは、『家計調査年報』の［第4表jの実収入と賞与のデータより、

s~41.1775十0. 2179Y,, 

(-13.13) (47. 98) R2=0. 9927 

として求めた。（ ）内は t値である。
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(11) ただし、対象者数は2cCO年度であり、支給限度額は1995年価格である。

(1功所得税額Lは、『家計調査年報』の「第4表」の実収入と勤労所得税のデー

タより、

τw＝ー26S811 +O. 0815Y,, 

( 7. 54) (15. 73) R2=0. 9354 

として求めた。なお、（ ）内は t値である。

(1埠パプルによる地価の高騰後、現在も地価は低下し続けているが、住宅地の

地価は、『平成10年度地価ハンドブックJ（ぎょうせい）の「公示価格年別変

動率J(pp. 24-25）の全国平均データを用いて計算すると、昭和50年を100と

すると、平成10年には248.5となり、（ i +o. 04J坦＝2.46であるので、この期

間の全国平均の地価上昇率は、毎年約 4%である。そこで、今後も地価が下

落することを考慮して、持家資産価格上昇率を 2%とした。
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Owner-occupied housing policy and financing the cost of caring 

くSummary>

AkemiUEDA 

The public care insurance system will start m Apnl, 2日日DAs Japan’s population is 

aging rapidly, the burden of so口alinsurance and taxes for providing public pensions and 

medical and care services will become heavy. Its overall rate over the average earnings 

will reach 50% within the next 25 years. While the levels of publicly insured care 

services are presumed to be minimum, it will be difficult to raise the public premium in 

the future 

On average, an aged household has lower income but higher assets compared wrth a 

younger household If aged people wish to buy additional care services more than the 

publicly insured level, they could do so, through the reverse mortgage system. The 

reverse mortgage system consists of lending money to people using their house as a 

collateral, while living there. 

In thrs paper, we investigate the above mentioned ideas using quantitative analysis and 

es ti mat旧os.First, we formulate two periods life cycle model iocludiog demands for 

housing and care services, and then, extend it to the continuous hfe-cycle model. The 

term“housing assets”means a set of owner-occupied house and its lot of land In order to 

estrmate the demand function of “housing assets’＇， we recalculate related data such as the 

price, the space, the tax rate, etc. for the composed set of house and lot. 

One of the remarkable results is that if the price of the lot land increased by 2 % 

annually, then the annual liquidated income flow for 20 years from age 65 to 85 will be 

about 1.15 millron yen These results would have important policy implications : if our 

governments contmue its policies of promoting owner-occupied housing, such housing 

assets could be used to finance a higher level of care services without rapid increases in 

p問miumsof public care insurance. 


